
 1 

「指定訪問入浴介護」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定訪問入浴介護サービスを提供します。事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が 

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人寒河江市社会福祉協議会  

（２）法人所在地     山形県寒河江市中央二丁目２番１号 

（３）電話番号       ０２３７－８３―３２２０ 

（４）代表者氏名     会長 工 藤 正 年 

（５）設立年月       昭和４４年４月１９日 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（山形県指定 第０６７１２００１２９号） 
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２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定訪問入浴介護事業所 

平成 12 年 1 月 4 日指定 山形県０６７１２００１２９号 

（２）事業の目的     社会福祉法人寒河江市社会福祉協議会が運営する寒河江市社会福 

祉協議会指定訪問入浴介護事業所（以下「事業所」という。）の適正な運営を確保 

するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師又は准看護師

（以下「看護職員」という。）及び介護職員が、要介護状態にある高齢者に対し、

適正な指定訪問入浴介護を提供することを目的とする。 

（３）事業所の名称   寒河江市社会福祉協議会指定訪問入浴介護事業所  

（４）事業所の所在地 山形県寒河江市中央二丁目２番１号 

（５）電話番号      ０２３７－８３－３２０７ 

（６）事業所長（管理者）氏名   髙 橋 和 敏 

（７）当事業所の運営方針 事業所の看護職員及び介護職員は、要介護者の心身の特性を

ふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居

宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機

能の維持等が図られるよう援助を行う。 

事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿

密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（８）事業所の開設年月      平成 12 年 4 月 1 日 

（９）事業所が行っている他の業務 

   当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

[指定訪問介護]       平成 12 年 1 月 4 日指定 山形県０６７１２００１１１号 

   [指定訪問型サービス]    平成 27 年 4 月 1 日指定 寒河江市、村山市、河北町、 

                            大江町、朝日町 

  [指定介護予防訪問入浴介護] 平成 18 年 3 月 20 日指定 山形県０６７１２００１２９号    

  [指定居宅介護支援事業]   平成 11 年 9 月 1 日指定 山形県０６７１２０００３８号 

[指定居宅介護事業]     平成 18 年 10 月 1 日指定 山形県０６１０７０００４９号   

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 寒河江市、河北町、大江町、朝日町 

（２）営業日及び営業時間      

営  業  日 月曜日～金曜日。祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日までを除く。 

営 業 時 間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分  

サービス提供時間帯 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

 ※祝日のサービス提供については、相談に応じます。 
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４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定訪問入浴介護サービス及び指定介護予防訪問入浴

介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職    種 常勤 非常勤 
常勤

換算 

指定 

基準 
職 務 の 内 容 

１．事業所長（管理者） １  1 １名 事業所及び業務の管理 

２．看護職員  3 1 1 名 健康状態確認、サービスの提供   

３．介護職員 2 3 3 2 名 
利用調整 

訪問入浴介護サービスの提供 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

次のサービスが介護保険給付対象サービスで、利用料金の一定割合（負担割合証に記

載された割合）の額（利用者負担額）を負担してサービスを利用します。 

<サービスの概要と利用料金> 

サービス種類 サービス内容 

 

健康チェック 

看護職員が入浴の前後に体温・血圧・脈拍等の測定をします。 

健康チェックをして体調がよくないと看護職員が判断した場合は、入

浴は実施しません。（家族と相談して清拭、部分浴を行います。） 

洗       身 担架ネットに身体をのせて静かに入浴していただきます。 
 

☆ ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サー

ビス計画（ケアプラン）に沿って実施します。 

 

＜サービス利用料金＞（契約書第 7条参照） 

利用料金は、１か月ごとのサービス利用回数により算定されます。サービス提供の内容

による１回当たりの利用料金単価は、次のとおりとなります。 

サービス提供の人員 
看護職員 1 名、介護

職員 2名の場合 
介護職員 3名の場合 

清拭・部分浴を実施

した場合 
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１．利用料金 12,660円 12,030円 11,390円 

２．負担割合毎の 

利用者負担額 

割合 負担額 割合 負担額 割合 負担額 

1割 1,266円 1割 1,203円 1割 1,139円 

2割 2,532円 2割 2,406円 2割 2,278円 

3割 3,798円 3割 3,609円 3割 3,417円 

※所定単位数の単価を１０円として計算した金額になります。 

☆初回加算 

加算の項目 
加算料

金 
うち利用者負担額 

１．初回加算 2,000 円 

1 割 200 円/月 

2 割 400 円/月 

3 割 600 円/月 

自宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、初回の訪問入 

浴介護を行った場合 

☆介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（令和 6 年 4 月・5 月まで） 

 1 か月につき所定単位数の合計に５.８％を乗じた単位数が加算されます。当該単位数に

１点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して算出します。 

☆介護職員処遇改善加算Ⅴ（８）（令和 6 年 6 月から） 

 1 か月につき所定単位数の合計に６．８％を乗じた単位数が加算されます。当該単位数

に１点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して算出します。 

 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償

還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要

となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担

額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5条、第 7条参照） 

  次のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

 ①介護保険給付の支給限度額を超える訪問入浴介護サービス 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の

全額がご契約者の負担となります。 

②交通費（契約書第 7 条参照） 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される
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場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費相当額をいただきます。 

・通常の事業の実施地域を越えた地点から１キロメートルあたり４０円 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 7条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し各月の末日締めにより請求する

ものとし、利用者はこれを翌月末日までに、次のいずれかの方法でお支払いください。 

ア．金融機関口座からの自動引き落とし 

 ご利用できる金融機関： 銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局 

イ．現金支払い 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 8条参照） 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問入浴介護サービスの利用を中止、変

更又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの

実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止をされた場合、取消

料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご契約者の体調不

良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日午後５時までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日の前日午後５時までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の 10％ 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、サービス従業者の稼働状況により契約

者の希望する期間にサービスの提供ができない場合は、他の利用可能日時を契約者に

提示して協議します。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス実施時の留意事項（契約書第 6条参照） 

①定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を

事業者に依頼することはできません。 

②訪問入浴介護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問入浴介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただ

し、事業者は訪問入浴介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に

配慮するものとします。 

③備品等の使用 

訪問入浴介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無

償で使用させていただきます。看護職員及び介護職員が事業所に連絡する場合の電話

等も使用させていただきます。 
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（２）サービス内容の変更（契約書第 9条参照） 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施がで

きない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサー

ビスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

 

（３）サービス従業者の禁止行為 

サービス従業者は、ご契約者に対する訪問入浴介護サービスの提供にあたって、次に

該当する行為は行いません。 

①ご契約者若しくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

②飲酒及びご契約者若しくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

③ご契約者若しくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

④  その他契約者若しくはその家族等に行う迷惑行為 

 

（４）契約の解除（契約書第 21条参照） 

＜サービス利用にあたっての禁止事項について＞ 

①職員に対して行う暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷など 

②パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為 

③サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断で SNS等に掲載すること 

④その他、迷惑行為に関すること 

 

＜サービス利用に際してのお願い＞ 

① 訪問の際はペットをケージに入れる、リードにつなぐなどの配慮をお願いします。 

②見守りカメラの設置、職員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じて事前 

に職員本人の同意を受けてください。 

 

（５）事故発生時の対応及び損害賠償 

利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、当該利用

者の家族及び当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡をするとともに、必要な措

置を講じます。 

契約に基づくサービスの提供に伴って、自己の責めに帰すべき事由により利用者の生

命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

【補償の概要】 

補 償 内 容 お支払限度額 免責金額 

賠 

償 

責

任 

損害賠償保険金 

身体・財物・経済的損失共通 

１億円 

（共通支払限度額） 

１万円 
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受 託 管 理 財 物 １００万円／1事故 1万円 

事故対応費用保険金 ５００万円／1事故 1万円 

見 舞 費 用 保 険 金 
１０万円／1名 

１００万円／1事故 
1万円 

 

（６）緊急時における対応方法 

サービス従事者は訪問入浴実施中に利用者の容態に変化、その他緊急事態が生じたと

きは速やかに主治医に連絡して適切な処置を行いますが、主治医への連絡が困難な場合

には、協力医療機関に連絡して迅速かつ適切な処置を行います。 

 

協力医療機関 

医療機関名称 寒河江市立病院 

所 在 地 〒991－8508 寒河江市大字寒河江字塩水 80 番地 

電 話 番 号 ０２３７－８６－２１０１ 

診 療 科 内科、整形外科、外科等 

入 院 設 備 有り 

緊急指定の有無 有り 

契 約 の 概 要 収容可（主治医の指示等による。） 

 

７．苦情等の受付について（契約書第 23条参照） 

（１）当事業における苦情の受付及びサービスの利用等のご相談（お客様相談係） 

  サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関

するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は、以下の専用窓口で受け付けします。 

◯苦情解決責任者：事務局長 高 林 雅 彦 

○お客様相談係：苦情受付窓口（担当者） 介護福祉課課長 小野田 雨香 

○電話番号 ： （０２３７）８３－３２０７ 

 ○受付時間 ： 毎週月曜日～金曜日、午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

（ただし、祝日及び 12 月 29 日～翌年の 1 月 3 日までを除く。） 

（２）第三者委員 

   本事業所では、地域にお住まいの次の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場か

ら本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は、本事業所

への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。 

 

  ＜第三者委員＞ 

氏  名 連 絡 先 TEL 

山 内 貞 範 寒河江市元町二丁目 86-7575 



 8 

佐 藤 ひろ子 寒河江市大字日田 86-5080 

設 樂 伸 子 寒河江市大字寒河江字内の袋 86-0513 

 

 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

寒河江市健康増進課 

      介護保険係 

所 在 地  寒河江市中央二丁目２番１号 

電話番号 (0237)85-0777 ・ＦＡＸ(0237)83-3201 

受付時間  午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

河北町健康福祉課 

    高齢者福祉係 

所 在 地  西村山郡河北町谷地戊８１番地 

電話番号 (0237)73-2111  ・ＦＡＸ(0237)71-1802 

受付時間  午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

大江町健康福祉課 

    福祉係 

所 在 地  西村山郡大江町大字左沢８８２番地の１ 

電話番号 (0237)62-2111  ・ＦＡＸ(0237)62-4736 

受付時間  午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

朝日町健康福祉課 

    福祉係 

所 在 地  西村山郡朝日町大字宮宿１１１５番地 

電話番号 (0237)67-2156  ・ＦＡＸ(0237)67-2117 

受付時間  午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

国民健康保険団体連合会 

所 在 地  寒河江市大字寒河江字久保６番地 

電話番号 (0237)87-8005  ・ＦＡＸ(0237)83-3354 

受付時間  午前 9 時 00 分～午後 4 時 00 分 

 山形県福祉サービス運営 

適正化委員会 

（山形県総合社会福祉センター内） 

所 在 地  山形市小白川町二丁目 3 番 31 号 

電話番号 (023)626-1755  ・ＦＡＸ(023)626-1623 

受付時間  午前 9 時 00 分～午後 4 時 00 分 

 

８．虐待の防止について（契約書第 13条参照） 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 

  （1）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 虐待防止に関する責任者 事務局長 

  （2）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その 

結果について、職員に周知しています。 

  （3）虐待の防止のための指針を整備しています。 

  （4）職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施しています。 

  （5）サービス提供中に虐待または虐待が疑われる事案を発見した場合は、速やか 

に関係機関に通報します。 
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９. 身体拘束等について（契約書第 14条参照） 

（1）事業所サービスの提供に当たっては、利用者又は外の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限 

する行為を行いません。 

（2）事業所は、前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用 

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由などを記録します。 

 

１０. 業務継続計画の策定（契約書第 15条参照） 

   感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し訪問介護の提供を継続的に実 

施するための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 （1）職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 

定期的に実施しています。 

 （2）本事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計 

画の変更を行っています。 

  

８.第三者による評価の実施状況 

 

第三者による 

評価の実施状況 

 

 １ あ り 

実施日  

評価機関の名称  

結果の開示  

 ２ な し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

指定訪問入浴介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 

          寒河江市社会福祉協議会指定訪問入浴介護事業所 

説明者  氏名               印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、本書面を受領しました。 

利用者 住所                          

氏名                印 

代理人 住所                          

氏名                印 


